
 

 

 

 2016 年 5月 18 日 

 

プリンスホテル 

訪日外国人旅行者向け「指紋生体認証」の実証実験に参画 
 

 

株式会社プリンスホテル(本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂茂好)は、2016

年 6月から 11月 30日（予定）まで実施される株式会社Liquid と KDDI株式会社が行う訪日外国人

旅行者向けの指紋生体認証を活用した実証実験「プロジェクト池袋」に参画いたします。 

 

この「プロジェクト池袋」は、東京池袋の「サンシャインシティプリンスホテル」に宿泊する訪日外国人

旅行者を対象に実施され、利用者はフロントに設置された専用端末で指紋とパスポート情報を登録

することで、ホテルチェックイン時に、専用端末に指をかざすことでパスポートを提示することなくチ

ェックイン時の本人確認が可能となります。 

さらに、利用者自身にてスマートフォンやPCの専用サイトへアクセスし、クレジットカード情報を登録

することで、株式会社ヤマダ電機やタイムズモビリティネットワークス株式会社（タイムズカーレンタル）

の池袋駅周辺の一部店舗において、指紋生体認証によるクレジットカード決済の実施についても検

討しています。 

 

これまで、訪日外国人旅行者は宿泊施設にチェックインする都度、パスポートを提示することが旅館

業法で定められていました。この度、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用

することで、Liquid の指紋生体認証システムを用い、事前に登録した利用者の指紋とパスポートの

IC チップの情報をチェックイン時に確認することが旅館業法に基づく通知で求める「旅券の呈示」を

受けたものとしてみなすことが確認されました。また、パスポート情報の電磁的記録を宿泊者名簿と

紐付けて保存することは「旅券の写しの保存」に該当することが認められました（注）。 

 

プリンスホテルは、これらのグレーゾーン解消制度を活かし実施する実証実験「プロジェクト池袋」に

賛同し、共に訪日外国人旅行者の日本旅行における快適性向上に寄与してまいります。 

 

（注）2016 年 4 月 19 日の経済産業省の報道発表

（http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160419003/20160419003.pdf）より 

 

          
 
◎本件に関する報道各位からのお問合せ 
株式会社プリンスホテル プロモーション部 
TEL：03－5928－1154  FAX：03－5928－1514 


